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表紙

［ 電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項］

上記の事項は、法令および当社定款の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面には記載しておりません。

株主各位

第42期　定時株主総会資料

　　　　　　　事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

　　　　　　　事業報告の「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

　　　　　　　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

　　　　　　　連結計算書類の「連結注記表」

　　　　　　　計算書類の「株主資本等変動計算書」
　　　　　　　計算書類の「個別注記表」
　　　　　　　「連結計算書類に係る会計監査報告書」
　　　　　　　「計算書類に係る会計監査報告書」
　　　　　　　「監査役会の監査報告書」
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
1.　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制に係る規程を制定し、役員および社員が法令・定款および当社の経営
理念を遵守した行動をとるため、「カネミツグループ役員および従業員行動規範」を定め
る。また、その徹底を図るため、サステナビリティ委員会を設け、全社のコンプライアンス
の取組を横断的に行うこととし、同委員会を中心に役員および社員教育を行う。

・内部監査室は、サステナビリティ委員会と連係のうえ、コンプライアンスの状況およびリス
ク管理状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会および監査役会に報告するものと
する。

・法令上疑義のある行為等について役員および社員が直接情報提供を行う手段として内部通報
規程を制定し運用する。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、文書管理規程等の社内規程およ

び関連標準に基づき、適切に保存管理する。
・取締役および監査役は文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会が定める「リスクマネジメント規程」により、リスクを適切に管理する。
・取締役会の下に全社的リスクマネジメント推進に関わる課題・対策を協議承認する組織とし

てサステナビリティ委員会が活動しており、必要に応じて個別の規程を制定する。またサス
テナビリティ委員会は、当社および子会社等において発生したリスクおよび対応状況の報告
を受け対応を検討する。

4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行の効率化を図るため、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応

じて随時臨時に開催するものとし、重要事項については経営会議において協議を行う。
・執行役員制度導入により、取締役の執行機能を補佐強化し、経営の意思決定の迅速化と業務

執行の効率化を図る。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程において、それぞれ

の責任者およびその責任、執行手続について定め、運用する。
・将来の事業環境、展開を踏まえ、中期経営計画および各事業年度経営方針、計画を策定し、

各執行役員、各本部ならびに各部門は、その目標達成に向けて具体的施策を立案、実行する。

5.　会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社およびグループ各社における内部統制の構築を推進し、当社にグループ全体の内部統制

に関する担当部署を設けるとともに、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協
議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

・当社は、財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠
し、財務報告に係る内部統制の構築、評価および報告に関して、内部監査室が独立した立場
から内部統制システムの整備、運用状況を継続的に評価し、評価結果を取締役会に報告する。

・当社取締役、各部門長およびグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内
部統制の確立と運用の権限と責任を有する。

・当社の監査役および内部監査室は、当社およびグループ各社の内部監査を実施し、カネミツ
グループの業務の適正を確保するため改善策の指導、支援助言等を行う。また、必要に応じ
て取締役会に報告する。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制

6.　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項

・監査役から求められた場合は、監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人として、当
社社員を配置する。配属された社員に関する人事異動、組織変更等は、監査役会の意見を聞
くものとする。また当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優
先して従事する。

7.　当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報
告に関する体制、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

・当社および子会社の取締役および使用人は、監査役会に対して、法定事項に加え、当社およ
びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づく通
報状況およびその内容を確認次第、速やかに報告するものとし、報告したことを理由とし
て、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。

・代表取締役、取締役および使用人は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する
業務の執行状況の報告を行う。

8.　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用または債務の処理については、「監査役監査規程」に定め、監査役の請
求等に従い速やかに処理を行う。

9.　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。また監査役は

必要ある場合は各業務執行取締役、執行役員および重要な使用人からヒヤリングするととも
に経営会議その他重要な会議への出席、稟議規程に基づく決裁書の確認を実施する。

・監査の実施にあたり必要と認める時は自らの判断で顧問弁護士、公認会計士、弁理士、その
他のアドバイザーを活用する。

10.  反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、反社会的勢力排除に向け、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体と断

固として対決するものとし、一切の関係を遮断する。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1.　重要事項については経営会議等で審議し、毎月または臨時に開催する取締役会で決定等を行
っております。

2.　グループ会社の重要事項についてはグローバル経営会議を開催し審議を行っております。ま
た、「関係会社管理規程」を制定し、グループ会社の本社への報告事項、承認事項を明確に
定めております。

3.　「サステナビリティ基本規程」に基づき、サステナビリティ委員会を定期的に開催し、コン
プライアンス、リスクマネジメント推進に関わる課題、対策を協議しております。

4.　「カネミツグループ役員および従業員行動規範」「企業行動憲章」について、社員ハンドブ
ックの配付により全従業員に周知徹底を図っております。また、コンプライアンスに関する
社内研修を実施し、社員教育に努めております。

5.　内部監査室は監査法人と連係して内部統制状況を確認し、取締役会は、その内容を審議・承
認しております。

6.　取締役および執行役員は３か月毎に取締役会にて担当業務の執行状況について報告を行って
おります。

－ 3 －
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連結株主資本等変動計算

連結株主資本等変動計算書

( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで )

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 556,073 506,523 8,370,411 △15,912 9,417,097
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △153,396 △153,396
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 540,606 540,606

自 己 株 式 の 取 得 △33 △33
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 387,209 △33 387,175
当 期 末 残 高 556,073 506,523 8,757,621 △15,946 9,804,272

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持　　　分 純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 507,232 854,775 1,362,008 183,581 10,962,686
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △153,396
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 540,606

自 己 株 式 の 取 得 △33
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △108,580 416,249 307,669 13,657 321,327

当 期 変 動 額 合 計 △108,580 416,249 307,669 13,657 708,503
当 期 末 残 高 398,652 1,271,024 1,669,677 197,239 11,671,189

（単位：千円）

－ 4 －
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連結注記表

イ．有形固定資産
(リース資産を除く)

　当社及び国内連結子会社は定率法によっております。ただし、
1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法、海外連結子会社は定額法によっております。

建物 15～31年
構築物 10～35年
機械装置 ８～16年
車両運搬具 ４～６年
工具器具備品 ２～８年

ロ．無形固定資産
(リース資産を除く)

　定額法によっております。
　なお、償却年数は次のとおりです。

連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び名称
・連結子会社の数 ５社
・連結子会社の名称 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.

佛山金光汽車零部件有限公司
PT. KANEMITSU SGS INDONESIA
松本精工株式会社
株式会社津村製作所

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法関連会社の数及び名称
・関連会社の数 １社
・関連会社の名称　　　　　　　株式会社キーネクスト

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類
を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
・その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法
ロ．棚卸資産

・製品・原材料・仕掛品 　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品 　主として最終仕入原価法
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

ソフトウェア（自社利用分）５年
ハ．リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（ただし残価保証がある
場合は当該金額）とする定額法によっております。

－ 5 －
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連結注記表

③　重要な引当金の計上基準
イ．賞与引当金 　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しております。
ロ．役員賞与引当金 　役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき額を計上しております。
ハ．損害賠償損失引当金　　　　　　製品不良に起因する損害賠償損失に備えるため、当連結会計年度に

おいて合理的に見積もった金額に基づき計上しております。
④　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に関しては、企業年金制度については期末現在の数理債務
から年金資産の公正な評価額を控除した額、また、その他の部分については期末自己都合退職による要支
給額を計上しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは主として自動車、農業機械用の鋼板製プーリの製造・販売を行っており、自動車部品
メーカー及び農機メーカー等を顧客としております。
　当社グループでは、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務としており、原則として、製品
の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点におい
て収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時
までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　収益は、顧客との契約において約束された対価から、有償受給取引において顧客に支払われる対価を控
除した金額で測定しております。

⑥　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
　なお、在外子会社等の資産及び負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中
平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含
めております。

２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　　　38,761千円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており

ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

－ 6 －



2025/05/21 17:01:16 / 24181894_株式会社カネミツ_招集通知

連結注記表

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 13,569,012千円

　受取手形 14,431千円
　売掛金 1,663,432千円
　契約資産 5,050千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,129,577株 －株 －株 5,129,577株

3．連結貸借対照表に関する注記

⑵　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産は、次のとおり
であります。

⑶　偶発債務
　　関係会社の金融機関からの債務に対し保証を行っております。

株式会社キーネクスト　　　　　　　　　　　　　　　 84,169千円

4．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ．2024年６月27日開催の第41期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 76,698千円
・１株当たり配当額 15.00円
・基準日 2024年 3 月31日
・効力発生日 2024年 6 月28日

ロ．2024年11月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 76,698千円
・１株当たり配当額 15.00円
・基準日 2024年 9 月30日
・効力発生日 2024年12月 2 日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2025年６月26日開催の第42期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 76,697千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 15.00円
・基準日 2025年 3 月31日
・効力発生日 2025年 6 月27日

－ 7 －
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連結注記表

連結貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額
①投資有価証券 1,102,023 1,102,023 －
②長期借入金 (658,132) (645,900) △12,231
③リース債務 (37,064) (34,575) △2,488
④長期未払金 (42,766) (42,509) △256

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 1,102,023 － － 1,102,023

資産計 1,102,023 － － 1,102,023

5．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借
入や社債発行による方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リス
クに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うととも
に、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する
企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
　借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則と
して５年以内）及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。
　また、営業債務や借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、
各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
す。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額21,231千円）は、「①投資有価証券」には含
めておりません。また、「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「支払手
形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」は現金であること及び短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル 3 の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

－ 8 －
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連結注記表

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 645,900 － 645,900
リース債務 － 34,575 － 34,575
長期未払金 － 42,509 － 42,509

負債計 － 722,985 － 722,985

（単位：千円）
報告セグメント

調整額
（注１）

連結計算書類
計上額日本 東南アジア 中国 計

売上高
プーリ 2,243,403 1,801,512 753,372 4,798,288 － 4,798,288
トランスミッション 3,152,370 － － 3,152,370 － 3,152,370
その他 2,745,456 336,143 62,518 3,144,118 － 3,144,118
顧客との契約から生
じる収益 8,141,230 2,137,656 815,891 11,094,778 － 11,094,778

その他の収益(注２) 22,440 － － 22,440 － 22,440
外部顧客への売上高 8,163,670 2,137,656 815,891 11,117,218 － 11,117,218
セグメント間の内部
売上高又は振替高 13,567 141,562 51,479 206,608 △206,608 －

計 8,177,237 2,279,218 867,371 11,323,826 △206,608 11,117,218

⑴　１株当たり純資産額 2,243円99銭
⑵　１株当たり当期純利益 105円72銭

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金、リース債務及び長期未払金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

6．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）１．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２．その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ⑷会計方針に関する事項
⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

7．１株当たり情報に関する注記

－ 9 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで )

株 主 資 本
評価・換算

差額等
純資産
合　計資本金

資　本
剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金
利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

その他有価
証券評価
差額金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 556,073 450,193 27,146 2,930,000 2,590,982 5,548,128 △12,822 6,541,573 485,845 7,027,419
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △153,396 △153,396 △153,396 △153,396
当 期 純 利 益 503,194 503,194 503,194 503,194
自己株式の取得 △33 △33 △33
株 主 資 本 以 外
の 項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

△88,744 △88,744

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 349,798 349,798 △33 349,764 △88,744 261,019
当 期 末 残 高 556,073 450,193 27,146 2,930,000 2,940,780 5,897,926 △12,856 6,891,337 397,101 7,288,439

（単位：千円）

－ 10 －
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個別注記表

①　有形固定資産
(リース資産を除く)

　　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

建物 15～31年
構築物 10～35年
機械装置 ９年
車両運搬具 ４～６年
工具器具備品 ２～８年

②　無形固定資産
(リース資産を除く)

　定額法によっております。
　なお、償却年数は次のとおりです。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法
②　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法
③　棚卸資産

・製品・原材料・仕掛品 　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品 　最終仕入原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法

　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

ソフトウェア（自社利用分）５年
③　リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（ただし残価保証がある
場合は当該金額）とする定額法によっております。

⑶　引当金の計上基準
①　賞与引当金 　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しております。
②　役員賞与引当金 　役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。
③　退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、企業年金制度については期末現在

の数理債務から年金資産の公正な評価額を控除した額、また、その他
の部分については期末自己都合退職による要支給額を計上しておりま
す。

④　損害賠償損失引当金　　　　　　製品不良に起因する損害賠償損失に備えるため、当事業年度におい
て合理的に見積もった金額に基づき計上しております。

－ 11 －
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個別注記表

繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 114,385千円

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 6,719,360千円

PT. KANEMITSU SGS INDONESIA
株式会社キーネクスト

15,111千円
84,169千円

①　短期金銭債権 111,550千円
②　短期金銭債務 18,140千円

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社は主として自動車、農業機械用の鋼板製プーリの製造・販売を行っており、自動車部品メーカー及び
農機メーカー等を顧客としております。
　当社では、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務としており、原則として、製品の納入時点
において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識
しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通
常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　収益は、顧客との契約において約束された対価から、有償受給取引において顧客に支払われる対価を控除
した金額で測定しております。

⑸　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

おります。

3．貸借対照表に関する注記

⑵　偶発債務
関係会社の金融機関からの債務に対し保証を行っております。

⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

－ 12 －
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個別注記表

①　売上高 13,567千円
②　仕入高 423,037千円
③　その他の取引高 8,573千円

営業取引以外の取引高 305,803千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 16,355株 40株 －株 16,395株

繰延税金資産
賞与引当金 45,230千円
未払事業税 9,041千円
退職給付引当金 72,985千円
長期未払金 13,428千円
有形固定資産 119,302千円
投資有価証券 32,706千円
子会社株式 226,343千円
資産除去債務 648千円
損害賠償損失引当金 42,700千円
その他 16,528千円
繰延税金資産小計 578,916千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △464,530千円

繰延税金資産合計 114,385千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △178,948千円
その他 △4,647千円

繰延税金負債合計 △183,596千円
繰延税金負債の純額 △69,210千円

4．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高

　　営業取引による取引高

5．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

6．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

－ 13 －
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個別注記表

種類 会社等の名称 資本金又は
出資金 事業の内容

議 決 権 等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容
取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
KANEMITSU
PULLEY
CO.,LTD.

90,000千タイバーツ
鋼板製プー
リ、金属加
工製品の製
造及び販売

所有
直接95％

兼任
４名

プーリ半
製品の販
売・仕入

ロイヤリティー
及び技術支援収入

（注２）
30,064 流動資産

その他 7,432

子会社 佛山金光汽車
零部件有限公司 4,830千米ドル

鋼板製プー
リ、金属加
工製品の製
造及び販売

所有
直接85.5％
間接14.5％

兼任
２名

プーリ半
製品の販
売・仕入

ロイヤリティー
及び技術支援収入

（注２）
19,805 流動資産

その他 13,662

子会社
PT.
KANEMITSU
SGS
INDONESIA

4,200千米ドル
鋼板製プー
リ、金属加
工製品の製
造及び販売

所有
直接51.0％

兼任
１名 －

金銭貸付
（注３） 77,868 流動資産

その他 77,868

債務保証
（注１） 15,111 － －

子会社 松本精工株式会社 10,000千円
自動車用電
装部品等の
製造加工

所有
直接100％

兼任
２名

製品加工
の委託

経営指導料の
受取(注４） 21,709 流動資産

その他 2,060

賃貸料収入
(注５） 12,480 流動資産

その他 1,144

子会社 株式会社津村製作所 36,000千円
紙管口金、
その他金属
プレス加工

所有
直接100％

兼任
１名 － 経営指導料の

受取(注４） 13,036 流動資産
その他 1,240

関連
会社 株式会社キーネクスト 60,000千円

ﾓｰﾀｰｺｱ関連
部品の製造
及び販売

所有
直接50％

兼任
1名 － 債務保証

（注１） 84,169 － －

⑴　１株当たり純資産額 1,425円42銭
⑵　１株当たり当期純利益 98円41銭

7．関連当事者との取引に関する注記

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）銀行借入につき、債務保証を行っております。また、当該債務保証について、保証料の受取は行ってお

りません。
（注２）ロイヤリティー及び技術支援収入については、契約に基づき合理的に決定しております。
（注３）金銭貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。
（注４）経営指導料の受取については、契約に基づき合理的に決定しております。
（注５）賃貸料収入については、物件の所有、管理に係る諸経費等を勘案して決定しております。

8．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「６．収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

9．１株当たり情報に関する注記
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計算書類に係る会計監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

　

取締役会　御中
株式会社カネミツ

　

清 稜 監 査 法 人 　 大 阪 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加  賀  谷 　  剛
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 和 幸
　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社カネミツの2024年4月1日から2025年3月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社カネミツ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本
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計算書類に係る会計監査報告書

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 16 －



2025/05/21 17:01:16 / 24181894_株式会社カネミツ_招集通知

計算書類に係る会計監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

　

取締役会　御中
株式会社カネミツ

　

清 稜 監 査 法 人 　 大 阪 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加  賀  谷 　  剛
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 和 幸
　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社カネミツの2024年4月1日から2025年3月31
日までの第42期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

計算書類に係る会計監査報告書　謄本
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計算書類に係る会計監査報告書

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第42期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
⑴ 監査役会は、年度初めに、当該事業年度の監査方針および監査計画を定め、経営方針に掲げられた課題

の実施状況の検証を重点項目とし、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほ
か、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

⑵ 監査役会を定期に、また必要に応じて開催し、各監査役が行った監査結果を他の監査役に伝え意見を交
換するとともに、情報の共有化に努めました。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠
し、当該事業年度の監査の方針、監査計画に従い、取締役、内部監査部門である内部監査室、その他の
使用人等と意思疎通を図りながら、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、随時質問および意見を述べました。稟議書などの重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要
な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、往査を通じ
て、子会社の取締役および使用人と意思疎通および情報の交換を図るとともに、月次採算の報告およ
び年次事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視および検証いたしまし
た。また、財務報告に係わる内部統制につきましては、内部監査室および会計監査人から両者の協議
の状況ならびに当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受けました。

③ 会計監査に関しましては、事前に会計監査人から監査計画の説明を受け協議を行うとともに、監査結
果の報告を受けました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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監査役会の監査報告書

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。（財務報告に係わる内部統制も含む）

⑵ 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人である清稜監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人である清稜監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2025年5月21日

株式会社カネミツ　監査役会

常勤監査役 高 橋 康 弘  ㊞
社外監査役 廣 瀨 敬 三  ㊞
社外監査役 高 坂 佳 詩 子   ㊞
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